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１．寒 川 町 都 市 マ ス タ ー プ ラ ン に つ い て 

 市町村都市マスタープランとは、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２

に位置付けられる「市町村の都市計画に定められる基本的な方針」（以下、「基本的な方針」

という。）であり、土地利用、道路、公園などの都市施設に加え、都市の景観、防災、環境

などの基本的な方針を定める計画です。この「基本的な方針」はおおむね２０年後を見据え

る上で、寒川町の都市計画行政の基本となるものであり、都市計画の見直しや決定に際して

の指針となるものです。 

 「寒川町都市マスタープラン」（以下、「都市マスタープラン」という。）は、寒川町人

口ビジョン＊などで示されている将来予測を踏まえ、人口減少期を迎えるこれからの寒川の

まちづくりについて、「持続可能な都市」であり続けるために必要な方向性について、次の

視点から検討を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都市マスタープランは、神奈川県が定めた、県土全体の広域的な都市づくりの長期ビジョ

ンを示すものである「かながわ都市マスタープラン」や、都市計画区域ごとに定めた、広域

的な土地利用、都市施設等について、将来のおおむねの配置、規模等を示すものである「茅

ヶ崎都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の内容に即すとともに、寒川町

が定めた「寒川町総合計画２０４０」などの関連計画と整合を図る、都市づくりの計画です。 

＊人口に関する地域住民

の認識を共有し、今後目

指すべき将来の方向と

人口の将来展望を提示

するもの。寒川町では令

和６年１２月に改定。 

 

第１章  

進捗管理等報告書の 

概要 

 
進捗管理等報告書の概要（第１章） 

 
町の現状（第２章） 

 
進捗管理方法（第４章） 

 
事業進捗状況（第５章） 

 
町民満足度調査（第６章） 

 
総合評価（第７章） 

 
今後の都市づくりの方向性（第８章） 

 
町としての課題認識（第３章） 
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図 1-1 都市マスタープランの位置付けイメージ 

 

２．進 捗 管 理 等 報 告 書 作 成 の 目 的 に つ い て 

 現行の都市マスタ―プランは、人口減少期に入ることが想定されている中、より身近な視

点から“暮らしやすく魅力的なまち” を実現するため、令和３（２０２１）年度を初年度と

しておおむね２０年後を見据えた方針を示しています。 

 都市マスタープランに示してあるとおり、まちづくりの目標の実現に向けたプランを推

進するためには、「定期的にまちづくりの進み具合を把握する」など適切に管理をする必要

があります。また、土地利用や開発行為、制度改正などの変化や時点修正を要する場合など

において、計画策定後４～５年ごとに見直しの必要性を検討する必要があります。 

 現在、都市マスタープラン策定から約５年が経過しており、今後予測される土地利用の変

化などに対応し、適切にプランを推進するためには都市マスタープランの見直しの必要性

を検討する必要があります。今回は、その前段階として、事業進捗状況の把握及び町民満足

度調査の実施結果を踏まえた「進捗管理等報告書」（以下、「本報告書」という。）を作成

します。 

 

表 1-1 都市マスタープランと総合計画の全体スケジュール 
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３．進 捗 管 理 等 報 告 書 に つ い て 

 本報告書は、都市の現況を踏まえた上で、都市づくりの基本方針や都市施設等の事業進捗

状況などの観点から、都市マスタープランで掲げている「目指す暮らしぶりと町のすがた」

に向けて「プランを適切に推進できているか」、「まちが適切に変化しているか」を評価し、

また、町民満足度調査の実施結果を踏まえて、「プランの見直しが必要か」を確認するため

に作成するものです。 

 

 

表 1-2 都市マスタープランに記載の「目指す暮らしぶりと町のすがた」 
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町の現状 

寒川町都市マスタープラン 

進捗管理等報告書 
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 都市マスタープランを適切に管理するために、まずは町の現状を把握し、現状を踏まえた

上で今後の方向性等を検討する必要があります。 

 本資料「第５章 事業進捗状況」において、道路・交通体系をはじめとした都市マスター

プランに位置付けをしている公共施設等の現状を把握するため、本章においては町の基礎

情報であり、都市計画制度を検討する上で必要であると考える面積、人口、産業、土地利用、

財政状況についての現況を把握します。 

 

１．行 政 面 積 、用 途 地 域 別 面 積 に つ い て 

 人口の規模等について、次のとおり現況を把握します。 

 

表 2-1 行政区域、都市計画区域について 

種別 最終決定（変更）年月日 面積 [ha] 

行政区域 平成 9 年 3 月 28 日 1,342 

都市計画区域 平成 9 年 3 月 28 日 1,342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 行政面積 

 

第２章  

町の現状 

 
進捗管理等報告書の概要（第１章） 

 
町の現状（第２章） 

 
進捗管理方法（第４章） 

 
事業進捗状況（第５章） 

 
町民満足度調査（第６章） 

 
総合評価（第７章） 

 
今後の都市づくりの方向性（第８章） 

 
町としての課題認識（第３章） 

引用：２０２３統計さむかわ 
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図 2-2 用途地域別面積（令和 6 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 

2．人 口 に つ い て 

 人口の規模等について、次のとおり現況を把握します。 

図 2-3 世帯数の推移 

 

参照：統計概要（国勢調査） 

引用：２０２３統計さむかわ 
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図 2-4  総人口の推移 

 

 

 

図 2-5 年齢区分別人口比率の推移 
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図 2-6 年齢区分別人口比率の推移（令和 6 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 

 

引用：２０２３統計さむかわ 
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３．産 業 に つ い て 

 産業の規模等について、次のとおり現況を把握します。 

図 2-7 産業大分類別事業者数（令和 3 年 6 月 1 日現在） 

 

図 2-8 産業大分類別従事者数（民営）（令和 3 年 6 月 1 日現在） 

引用：２０２３統計さむかわ 

引用：２０２３統計さむかわ 
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（第 1 次産業：農業関係） 

 

図 2-9 農家数・農業就業人口（販売農家） 

 

 

 

図 2-10 経営耕作面積（総農家） 

 

 

 

 

引用：２０２３統計さむかわ 

引用：２０２３統計さむかわ 
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（第２次産業：工業関係） 

 

図 2-11 工業従業者数及び工業事業所数の推移（従業者 4 人以上） 

 

 

 

図 2-12 製造品出荷額の推移（従業者 4 人以上） 

 

 

 

 

 

引用：２０２３統計さむかわ 

引用：２０２３統計さむかわ 
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（第２次産業：商業関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-13 業態別商店数割合（令和 3 年 6 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-14 業態別従業者数割合（令和 3 年 6 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-15 業態別年間商品販売額割合（令和 3 年 6 月 1 日現在） 

引用：２０２３統計さむかわ 

引用：２０２３統計さむかわ 

引用：２０２３統計さむかわ 



 

14 

進
捗
管
理
等
報
告
書
の
概
要 

第
１
章 

 

町
の
現
状 

第
２
章 

 

町
と
し
て
の
課
題
認
識 

第
３
章 

進
捗
管
理
方
法 

第
４
章 

事
業
進
捗
状
況 

第
５
章 

町
民
満
足
度
調
査 

第
６
章 

総
合
評
価 

第
７
章 

今
後
の
都
市
づ
く
り
の
方
向
性 

第
８
章 

４．土 地 利 用 に つ い て 

 町内の土地利用状況について、次のとおり現況を把握します。 

図 2-16 地目別土地面積割合の推移 

 

 

 

 

 

図 2-17 開発行為件数、面積、用途別内訳 

 

 

 

 

参照：統計さむかわ 
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引用：２０２３統計さむかわ 
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５．財 政 状 況 に つ い て 

 町の歳入・歳出等財政状況について、次のとおり現況を把握します。 

 

図 2-18 財政状況の推移（歳入・歳出） 

 

 

 

図 2-19 財政状況の推移（指数等） 

 

 

 以上、町の現状を踏まえた上で、次章以降にて町としての課題認識等を検討します。 

 

引用：２０２３統計さむかわ 

引用：２０２３統計さむかわ 
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第３章 

町としての課題認識 

寒川町都市マスタープラン 

進捗管理等報告書 
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 都市マスタープランを適切に管理し、「目指す暮らしぶりと町のすがた」を実現するため

には、都市計画の目標及びそれに対する課題を把握する必要があります。 

 都市計画の目標について、地域の視点で検討することも重要ですが、本報告書では広域的

な視点から考えることを基本とし、それに対する町としての課題認識等を整理します。 

広域的な視点から考える都市計画の目標については、都市マスタープランの上位・関連計

画であり、令和７年１１月に見直しを行った「茅ヶ崎都市計画区域 都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」を策定する上での基準として、令和４年１１月に神奈川県が策定した

「第８回線引き見直しにおける基本的基準」を基に５つの項目にて整理します。 

 

 本章における構成は次のとおりです。 

 

【神奈川県としての都市計画の目標】 

 

（「第８回線引き見直しにおける基本的基準」（神奈川県 都市計画課）を基に記載） 

 

【町としての課題認識等】 

 

 

【町としての対応（案）】 

 

 

神奈川県としての都市計画の目標について記載 

神奈川県としての都市計画の目標に対する、町としての課題等について記載 

町としての課題等を解消するための対応（案）を記載 

 

第３章  

町としての課題認識 

 
進捗管理等報告書の概要（第１章） 

 
町の現状（第２章） 

 
進捗管理方法（第４章） 

 
事業進捗状況（第５章） 

 
町民満足度調査（第６章） 

 
総合評価（第７章） 

 
今後の都市づくりの方向性（第８章） 

 
町としての課題認識（第３章） 
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１．集 約 型 都 市 構 造 の 

実 現 に 向 け た 都 市 づ く り に つ い て 

 

【神奈川県としての都市計画の目標】 

 
 

【町としての課題認識等】 

 
 

【町としての対応（案）】 

 

 

 本県では、これまで市街地の無秩序な拡大を防止してきており、市街地の人口密

度は比較的高く維持されていることから、直ちに人口減少による都市構造の再編を

要する段階にはない。しかしながら、今後本格化する少子高齢化・人口減少社会に

備え、長期的な視点に立って、集約すべき拠点の明示や市町による立地適正化計画

などにより、引き続き、地域の実情に応じた集約型都市構造化に向けた取組を進め

る。 

集約型都市構造の実現にあたっては、中心市街地を含めた既成市街地の活力維持

が必要となっていることから、地域の実情に応じた様々な手法を活用しながら、拠

点となる既成市街地の魅力向上を図るとともに、その効果を高めるために拠点間や

拠点と周辺地域を結ぶ交通ネットワークの確保を常に意識しながら、脱炭素化にも

資するまちづくりを進める。 

また、県全体の人口減少が見込まれる中にあっても、人口や産業の伸びが見込ま

れる地域等においては、災害ハザードエリアを考慮しながら、集約型都市構造化に

寄与する区域に限定して新市街地の創出を図る。 

・人口は急速に減少し、将来的にはエリア価値の減衰、経済規模の縮小や生活利便

性の低下を招き、町としての持続すら危うくなる可能性がある 

・人口減少に伴う居住の低密度化や、都市のスプロール現象が予想される 

・道路の整備等により、意図していない無秩序な土地利用形成が予想される 

・集約型都市構造化に向け、都市機能、居住等を集約すべき拠点の明示など、立地

適正化計画の策定等を見据えた検討を進める 

・拠点となる既成市街地等の魅力向上を図るのみならず、都市全体の土地利用を再

検討し、地域の実情に合った交通ネットワークの確保について検討を進める 

・人口や産業の伸びを適切に把握し、新たな道路整備等を踏まえた上で、必要に応

じ、集約型都市構造化に寄与する区域に対する新市街地の創出等を図る 
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２．災 害 か ら い の ち と 

暮 ら し を 守 る 都 市 づ く り に つ い て 

 

【神奈川県としての都市計画の目標】 

 

 

 

【町としての課題認識等】 

 

 

 

【町としての対応（案）】 

 
 

 

 

 

 

 激甚化・頻発化する災害に対応するため、市町による立地適正化計画の策定過程

などを通じて災害リスクの評価･分析を行い、集約型都市構造化の取組とあわせて、

災害リスクを踏まえたまちづくりを目指すものとする。そのため、都市計画を定め

るにあたっては、常に最新の災害ハザード情報を十分に把握しておくことが重要で

ある。 

 さらに、各法令に基づく行為規制が行われている災害レッドゾーンについては、

都市的土地利用を行わないことを基本的な考え方とし、県民のいのちと暮らしを守

るため、防災対策工事や避難体制の整備等のこれまでのハード対策・ソフト対策に

加えて、土地利用の面からも防災・減災に取り組む。 

・激甚化、頻発化する災害に対応するため、既成市街地及び新市街地の検討につい

て、土地利用の面における対策を検討する必要がある 

・立地適正化計画の策定等を見据えた検討を進め、策定の際には災害リスクの評価

及び分析を行う 

・地域防災計画等の関連計画と連携し、災害リスクに備えたまちづくりを目指す 

・国土交通省が策定している「事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライ

ン」を基に、当町における「事前復興まちづくり計画」策定の必要性を検討する 
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３．地 域 の 個 性 や 魅 力 を 生 か し た 

活 力 あ る 都 市 づ く り に つ い て 

 

【神奈川県としての都市計画の目標】 

 

 

 

【町としての課題認識等】 

 

 

 

【町としての対応（案）】 

 

 

 

 

 

 今後、人口減少社会が本格化する中にあっても、地方創生の観点から、地域の活

力を維持・形成していくことが求められていることから、豊かな自然や歴史・文

化、景観など地域の様々な個性や魅力を生かすとともに、ライフスタイルの多様化

など社会情勢の変化にも対応した活力ある都市づくりに向けて、都市計画制度を活

用しながら柔軟に対応していくものとする。 

・寒川町のイメージである「自然」、「のどか」、「程よい田舎」と都市的土地利

用の共生をどのように捉え、どのように体現していくのか検討する必要がある 

・地方創生の観点から、寒川町の活力を維持・形成していくための取組みを積極的

に検討する必要がある 

・社会情勢の変化や、新たな道路整備等により生じる土地利用転換を予測し、人口

や産業の伸びを適切に把握したうえで、地域の活力を維持、形成し、魅力を活かし

た活力あるまちづくりに必要な新市街地等の創出を図る 

・「町民等参加によるまちづくり」の体制を整え、地域の個性や魅力を活かしたま

ちづくりを実現するため、まちづくり条例の策定等を検討する 

・地方創生の観点から寒川町が目指すべきまちづくりのあり方を検討し、必要に応

じて神奈川県等関係機関と連携して土地利用の見直しに係る取組みを行う 
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４．循 環 型 、脱 炭 素 型 、 

自 然 共 生 型 の 都 市 づ く り に つ い て 

 

【神奈川県としての都市計画の目標】 

 

 

 

【町としての課題認識等】 

 

 

 

【町としての対応（案）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本県の豊かな自然は、地域の個性や魅力を形づくっているものの、気候変動の影

響や都市化の進展などにより、本来自然が有する浄化や循環などの機能の低下が懸

念され、地球温暖化対策などへの対応や自然的環境の整備・保全の必要性が高まっ

ている。このため、環境負荷の少ない循環型、脱炭素型の社会を目指すとともに、

自然と共生する持続可能で魅力ある都市づくりに向けて、グリーンインフラの考え 

方も踏まえながら、防災・減災、地域振興、環境など多面的な機能を有する都市内

の農地や緑地等を適切に整備・保全する。 

・自然環境が有する多様な機能を活用しつつ、公共交通機関等による対応などによ

り、町としてどのように循環型、脱炭素型社会の実現を目指すのか検討する必要が

ある 

・令和３年に表明をした「茅ヶ崎市・寒川町気候非常事態宣言」の考えを基本と

し、「寒川町みどりの基本計画」や「寒川町地域公共交通計画」との連携を図り、

循環型、脱炭素型社会の実現に向けてさらに推進するよう取組みを整理する 
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５．広 域 的 な 視 点 を 踏 ま え た 都 市 づ く り に つ い て 

 

【神奈川県としての都市計画の目標】 

 

 

 

【町としての課題認識等】 

 

 

 

【町としての対応（案）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都市計画に関する決定権限が市町へ移譲され、広域的な課題に県と市町が連携し

て取り組むことの必要性が高まっていることから、広域的な緑地の配置や流域治水

プロジェクトの取組など都市計画区域を超える課題や、災害ハザードエリアにおけ

る土地利用、脱炭素など各都市計画区域で共通する課題については、広域的な都市

の将来像を共有しながら、対応していくものとする。 

・必要に応じて広域で連携した計画の策定等を検討する 

・神奈川県との連携強化を図る 

・町としてふさわしい都市像を体現するため、土地利用や都市施設等の検討に際し

ては、近隣市町との連携を意識し、広域的な観点からの検討を進める 

・神奈川県との連携を密にして、県内他事例等を参考に「より良いまちづくりの実

現」に向けた検討を進める 
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１．進 捗 管 理 期 間 に つ い て 

 本報告書は、現行の都市マスタープランを改定した令和３（２０２１）年度以降における

土地利用や都市施設等の「事業進捗状況」に加え、本報告書作成に向けて実施した調査結果

を基にした「町民満足度」の視点により都市の動向等を確認するものです。 

 

表 4-1 本報告書の公表に係る全体スケジュール 

 

２．進 捗 管 理 方 法 の 考 え 方 に つ い て 

 都市マスタープランにおける進捗管理は、「事業進捗状況の把握」及び「町民満足度の把

握」に分けて検討を行います。 

 

 

 

 

 

図 4-1 進捗管理方法のイメージ 

 

第４章  

進捗管理方法 

 
進捗管理等報告書の概要（第１章） 

 
町の現状（第２章） 

 
進捗管理方法（第４章） 

 
事業進捗状況（第５章） 

 
町民満足度調査（第６章） 

 
総合評価（第７章） 

 
今後の都市づくりの方向性（第８章） 

 
町としての課題認識（第３章） 
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「事業進捗状況の把握」については、都市計画法第６条に基づき、都市現況及び将来の見

通しを定期的に把握するため、おおむね５年ごとに実施する都市計画基礎調査の結果等を

活用し、都市の動向を把握します。 

 「町民満足度の把握」については、満 18 歳以上の町民全般を対象とした「e-kanagawa 電

子申請システム」によるアンケート調査の結果により、まちづくりに対する満足度や、今後

重点を置くべき事業分野を把握します。 

 

３．事 業 進 捗 状 況 の 把 握 に つ い て 

 都市マスタープランでは「目指す暮らしぶりと町のすがた」を実現するため、都市づくり

の基本となる考え方として「都市づくりの基本方針」を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 都市マスタープランに記載の「寒川町が目指す暮らしぶりと町のすがた」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 都市マスタープランに記載の「都市づくりの基本方針」 
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 事業進捗状況を把握する上で「目指す暮らしぶりと町のすがた」はやや抽象的なため、本

報告書では「都市づくりの基本方針」に記載している「将来都市構造」及び「部門別方針」

を基に都市づくりの方向性を確認するため、任意に評価指標を設定します。なお、指標の中

には現時点で傾向を把握できないものもありますが、それらの進捗状況については、次期報

告書もしくは次期都市マスタープラン改定の際に検討を行うこととします。 

 

 

４．町 民 満 足 度 調 査 の 実 施 結 果 に つ い て 

 町民の都市計画行政に対する満足度や今後重点を置くべき分野、まちづくりに対する意

見などを把握し、都市マスタープランの進捗管理並びに見直しの必要性を判断する基礎資

料とすることを目的として、令和７年度に町民満足度調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 町民満足度調査の調査票表紙 
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１． 評 価 指 標 に つ い て 

都市づくりの方向性を確認するために、次のとおり評価指標を設定します。また、 

ここで設定する評価指標を基に、事業進捗状況の評価を実施します。 

 

表 5-1 事業進捗管理 評価指標について 

 

 

 

 

 

第５章  

事業進捗状況 

 
進捗管理等報告書の概要（第１章） 

 
町の現状（第２章） 

 
進捗管理方法（第４章） 

 
事業進捗状況（第５章） 

 
町民満足度調査（第６章） 

 
総合評価（第７章） 

 
今後の都市づくりの方向性（第８章） 

 
町としての課題認識（第３章） 
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２．拠 点 等 に つ い て 

 都市機能を効果的に配置するために、暮らしやすさを支える商工業業務機能やサービス

機能の集積を図るととともに、町の魅力を生み出し、発信する機能を充実させていく地区

として「拠点」、暮らしやすさや町の魅力向上につながる機能の集積は一定程度あるもの

の、現段階では計画的な市街地整備の見通しが明らかではなく、農林漁業との調整が今後

必要となる箇所、暮らしに身近な公園・みどりなどを「拠点」に準じた「ゾーン等」とし

て位置付けており、各拠点及びゾーン等の整備・検討状況の現況を整理し評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 将来都市構造図 
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１）生活中心拠点について 

 生活中心拠点として位置付けている寒川駅周辺については、昭和５７年に基本構想の作

成、平成元年に土地区画整理事業の都市計画決定を行いました。また、平成４年６月から令

和６年３月の期間で町施行による土地区画整理事業を実施し、都市基盤の整備や商業施設

及び生活利便施設等の集積を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 寒川駅北口位置図（寒川町 HP） 

 

 

図 5-3 寒川駅北口事業前後の様子（寒川町 HP） 
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 今後の生活中心拠点については、寒川駅南口駅前広場の必要性を含めた土地利用の再検

討をすることに加え、寒川駅周辺の利便性等を活かした土地利用の検討など、近隣商業地域

に隣接し、北側及び南側を第一種住居地域に囲まれている市街化調整区域の将来像につい

ても検討する必要があります。 

 
図 5-4 寒川駅周辺航空写真（令和 6 年 1 月撮影） 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-2 生活中心拠点の整備状況評価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒川駅南口周辺 

市街化調整区域 

寒川駅北口地区 
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２）都市未来拠点について 

 都市未来拠点として位置付けているツインシティ倉見地区については、東海道新幹線新

駅の誘致とともに圏央道（さがみ縦貫道路）寒川北インターチェンジ周辺のポテンシャルを

生かした、広域的な交流機能を担う新たな交通結節点としてふさわしい文化・交流、商業・

業務などの機能集積を図るための検討を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5 ツインシティ倉見地区位置図（寒川町 HP） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6 ツインシティ倉見地区面整備検討区域、新駅周辺整備検討区域 
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図 5-7 新駅周辺整備検討区域の将来の土地利用（広報さむかわ 2023 年 10 月号） 

 

ツインシティ倉見地区の面整備検討区域（約 63ha）のうち、重点的にまちづくりを検討

する区域として設定している新駅周辺整備検討区域（約 24ha）については、上図のような

土地利用の方向性を基に地元地権者等との協議・調整を行っています。また、令和５年９月

１日（金）～９月２９日（金）に実施した、将来のまちづくりに対する意向調査では、土地

利用の方向性等について一定の理解を得られていることが分かりました。 

 
図 5-8 意向調査の結果（ツインシティ倉見地区まちづくりニュース第 45 号） 
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今後の都市未来拠点については、新駅周辺整備検討区域の検討に加え、面整備検討区域及

び都市計画道路３・３・３号宮山線（県道４１０号）の整備を見据えたその周辺土地利用等

について検討する必要があります。 

 

図 5-9 東海道新幹線新駅誘致地区周辺航空写真（令和 6 年 1 月撮影） 

 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-3 都市未来拠点の検討状況評価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面整備検討区域（北側） 

新駅周辺整備検討区域 

面整備検討区域（南側） 

面整備検討区域（西側） 
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３）産業集積拠点について 

 産業集積拠点として位置付けている圏央道（さがみ縦貫道路）寒川南インターチェンジ周

辺については、交通の要衝としての特性を活かしつつ、周辺環境に配慮した良好な産業の集

積を図るため、令和元年に土地区画整理事業の都市計画決定を行っており、令和元年９月か

ら組合施行による土地区画整理事業を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10 田端西地区位置図（寒川町 HP） 

 

 
図 5-11 田端西地区航空写真（寒川町 HP） 
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今後の産業集積拠点については、組合施行による土地区画整理事業について、令和８年度

中に事業完了（組合解散）を目指して引き続き整備し、その後は地区計画等による土地利用

等の適正化に努めていきます。 

 

 

図 5-12 産業集積拠点周辺航空写真（令和 6 年 1 月撮影） 

 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-4 産業集積拠点の整備状況評価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田端西地区 
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４）にぎわい交流創出ゾーンについて 

 にぎわい交流創出ゾーンとして位置付けているさむかわ中央公園周辺を含む地区につい

ては、現段階では計画的な市街地整備の見通しが明らかではないものの、町民センターや総

合体育館などの公共施設が集積しており、また、寒川神社は町の歴史文化シンボルとして多

くの方々から親しまれています。さらに、町役場の隣接地には既存の公共施設を複合化した

新たな複合施設の建設の検討を進めています。 

 これらの特性を活かし、町内のにぎわいと町外との交流を創出するために検討を進めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-13 にぎわい交流創出ゾーンの概要 

 
図 5-14 にぎわい交流創出ゾーンのエリアイメージ図 

 引用：寒川町にぎわい交流創出ゾーンビジョン 



 

38 

進
捗
管
理
等
報
告
書
の
概
要 

第
１
章 

 

町
の
現
状 

第
２
章 

 

町
と
し
て
の
課
題
認
識 

第
３
章 

進
捗
管
理
方
法 

第
４
章 

事
業
進
捗
状
況 

第
５
章 

町
民
満
足
度
調
査 

第
６
章 

総
合
評
価 

第
７
章 

今
後
の
都
市
づ
く
り
の
方
向
性 

第
８
章 

 今後のにぎわい交流創出ゾーンについては、令和５年３月から４月にパブリックコメン

ト等を実施し策定した「エリアビジョン」を基にして、土地利用の方向性及び目指す将来

像について検討する必要があります。 

 

 

 

図 5-15 県道より東側のエリアイメージ 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-5 にぎわい交流創出ゾーンの検討状況評価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用：寒川町にぎわい交流創出ゾーンビジョン 
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３．土 地 利 用 に つ い て 

 土地利用は大きく住宅地、商業地、工業地、集落地、農地等に分かれていますが、「寒

川らしさ」を大切にしたまちづくりの実現をするため、土地利用や都市機能などの適正な

配置について都市の現況を整理し評価します。 

 

 

図 5-16 土地利用方針図 
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１）都市機能の適切な配置について 

 人口減少や高齢化等による社会情勢の変化に対応し、持続可能な都市を形成するために

は、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまった箇所に立地し、住民等が生活利便施設

等にアクセスできるなど、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方で都市機能を配置す

ることが重要です。立地適正化計画の策定に向けた検討など、都市機能を適切に配置するた

めの検討を進める必要がありますが、国土交通省が策定している「立地適正化計画作成の手

引き」に示されている都市機能誘導区域に誘導する機能のイメージを基に現状を把握しま

す。 

 

 

 

図 5-17 立地適正化計画制度のイメージ図 

 

 

 

表 5-6 都市機能誘導区域に誘導する施設のイメージ 
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 今後の都市機能の適切な配置については、町域全体に点在している都市機能を、必要と

する場所に集約及び誘導し、持続可能な都市づくりのための都市機能のあり方について検

討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-18 都市機能の配置状況 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-7 都市機能の配置状況評価表 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

進
捗
管
理
等
報
告
書
の
概
要 

第
１
章 

 

町
の
現
状 

第
２
章 

 

町
と
し
て
の
課
題
認
識 

第
３
章 

進
捗
管
理
方
法 

第
４
章 

事
業
進
捗
状
況 

第
５
章 

町
民
満
足
度
調
査 

第
６
章 

総
合
評
価 

第
７
章 

今
後
の
都
市
づ
く
り
の
方
向
性 

第
８
章 

２）地域地区の適切な指定について 

 都市計画法第８条第１項各号には地域、地区又は街区をいう「地域地区」が掲げられてお

り、地域地区は建築物の用途、容積、構造等に一定の制限を加え、あるいは土地の区画形質

の変更、木竹の伐採等に制限を加えることにより、適正な利用を図ろうとするものです。地

域地区には用途地域、特別用途地区、高度地区または高度利用地区などの種類があります

が、寒川町では用途地域、高度地区、防火地域及び準防火地域について定めています。 

中でも用途地域とは、住居、商業、工業など土地利用の方向性を定めるものであり、用途

地域が指定されることによりそれぞれの目的に応じて建てられる建築物の種類が決められ

ます。寒川町の指定状況としては、制度変更に合わせた部分的な見直しは行っているもの

の、各地域、各用途における課題等を抽出し、ふさわしい将来像に向けた見直しを行う等の

検討は進んでいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-19 土地利用現況図（令和 3 年度都市計画基礎調査） 
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 今後の地域地区の適切な指定については、現況の土地利用状況や各地区における課題等

を適切に把握し、用途地域の見直し及び地区計画の策定などを必要に応じて検討する必要

があります。 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-8 各地区における土地利用現況評価表 
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３）自然環境等への配慮について 

 「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を

確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべ

き」という都市計画の基本理念に基づき、無秩序に区域区分の変更等を検討するのではな

く、「おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」などについて区域区

分の変更等を検討する必要があります。 

 また、寒川らしさを大切にしたまちづくりの実現が求められていることから、農林漁業と

の健全な調和を図るため農地、山林等の自然的土地利用の現況を把握します。 

 

図 5-20 農地、山林等自然的土地利用の割合（都市計画基礎調査） 

 

 今後の自然環境等への配慮については、寒川神社周辺や越の山周辺にまとまった樹林地

があるものの、町内の農地、山林等は減少しており、自然環境の効果的な保全及び創出につ

いて検討する必要があります。 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-9 農地、山林等の自然的土地利用における現況評価表 
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４）新たな土地利用転換に応じた検討について 

 都市計画道路の整備や寒川町立小・中学校適正化等基本計画、寒川町公共施設再編計画な

ど、大規模な土地利用転換等が予測される地区や市街地の状況、社会情勢の変化等に対応

し、持続可能な都市の形成を目指すため、計画的な市街地形成を検討する必要があります。 

                                                                                                                                             
図 5-21 現時点で土地利用転換等が予想される区域図 

※現時点で想定しているものであり、具体的な検討までは至っていない地区を含みます。 

全てを即時的に検討するわけではなく、必要性等も踏まえ詳細の検討を進めていきます。 
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以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-10 予想される土地利用転換に向けた検討状況評価表 
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４．道 路 ・ 交 通 体 系 に つ い て 

 町内市街地における区画道路の多くは幅員６ｍ未満で構成されており、交通量の多い裏

道などは歩行者の安全な通行に支障が生じている場所があります。こうした道路のうち、

特に自動車の交通量が多く歩行者空間の確保が不十分ながら、多くの高齢者や学童などの

通行が見込まれる場所については、優先的に交通安全対策等を講じる必要があります。 

また、寒川町の主要な交通手段は自家用車が多く、次いで自転車、徒歩となっている状

況から、道路整備に加え、歩行者空間及び自転車走行空間の適切な確保が求められ、これ

らを実現するため、現況を整理し評価します。 

 

 

図 5-22 道路・交通ネットワーク整備方針図 
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１）道路の整備について 

 都市計画道路は都市の骨格であり、広域的なネットワークを形成する重要な役割を担っ

ています。また、町内の交通ネットワークの形成や広域都市との連携のみならず、都市環境

や都市防災等の観点からの「良好な都市空間の形成」や、街区を構成するための「市街地形

成機能」などの機能も有し、その沿道には新たな土地利用を促進することができるという効

果もあることより、重要な都市施設であります。 

 寒川町の都市計画道路については、都市計画決定以降長期にわたって事業が実施されて

いない路線等があったため、平成２３年に「寒川町都市計画道路見直しの方針」を策定して

います。 

 
図 5-23 都市計画道路整備状況全体図 
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表 5-24 都市計画道路整備状況概要図 

 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-11 都市計画道路事業進捗状況評価表 
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２）狭あい道路の状況について 

 狭あい道路とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項に該当する、

１.８ｍ以上４ｍ未満の道路のことです。 

狭あい道路を拡幅することにより、緊急時及び災害時における緊急車両の進入が容易に

なるほか、火災時の延焼防止や避難経路の確保につながります。また、日照や通風等の住環

境の改善や、見通しが良くなることによる防犯対策にもつながり、道路環境の向上とともに

住環境の向上を図ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-25 狭あい道路現況図（令和 3 年度都市計画基礎調査） 
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図 5-26 狭あい道路解消分延長 

 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-12 狭あい道路事業進捗状況評価表 
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３）歩行者空間・自転車ネットワークの検討について 

 寒川町の主要な交通手段は自家用車が多く、次いで自転車、徒歩という状況であり、日常

的に多くの人が利用する生活道路について、歩行者・自転車利用者が安全に通行しやすい道

路ネットワークを構築し、子どもや高齢者、障がい者等、誰もが安心して快適に通行できる

空間を形成するため、神奈川県や隣接自治体と連携しながら歩道整備等による歩行者空間

の確保並びに自転車ネットワークの形成に向けた検討を行う必要があります。 

 

 

図 5-27 自転車ネットワークのイメージ図（寒川町地域公共交通計画） 
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以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-13 自転車ネットワーク計画検討状況評価表 
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４）公共交通環境の向上について 

 鉄道駅から離れた住宅地において主たる交通手段は自家用車利用が多くなっています

が、公共交通は学生、高齢者等にとって生活を支える貴重な交通手段であることから、交通

需要管理の視点を取り込みながら、町の生活拠点と各宅地を安全で快適に結ぶ町内公共交

通ネットワークの充実を図る必要があります。 

 

図 5-28 鉄道及び路線バス路線図（寒川町地域公共交通計画） 
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図 5-29 コミュニティバス年間利用回数 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-14 公共交通利用状況評価表 
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５）鉄道駅周辺環境の向上について 

 鉄道駅周辺は各種交通機関の結節点として、ユニバーサルデザインに配慮した移動空間

や歩行者空間等の確保に加え、タクシー利用や自家用車の送迎等を含めた、すべての利用者

にやさしい交通施設の整備と管理を進めるなどの取組みを検討する必要があります。 

 また、今後の社会情勢の変化等に応じた将来の交通結節点の姿を見通し、交通結節点や周

辺の施設を個別のものとして捉えるのではなく、駅・駅前広場・周辺市街地を一つの空間と

して一体的に捉え、「駅まちデザインの手引（駅まちデザイン検討会）」などを参考にした

中で、将来の魅力あるまちづくりの中核を担う場所とするための取組みを検討する必要が

あります。 

 

〇 駅前広場について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-30 駅前広場写真（寒川駅北口） 

 

 寒川駅北口については、平成４年６月１日から令和６年３月３１日の期間にて「茅ヶ崎都

市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業」を実施し、都市施設として寒川駅北口駅前広

場を整備しました。 

寒川駅南口については、駅利用者の送迎車両が駅前の道路（町道岡田一之宮 15 号線）の

歩道を横切り、私有地で方向転換することが多かったことから、駅に近接する住宅２軒を用

地買収し、令和４年度に車両転回場を整備しました。このことで私有地での方向転換をする

車両が無くなり、歩行者の安全性向上が図られましたが、寒川町の玄関口としての利便性向

上に向けて、タクシーや一般車両が停車できる施設の整備を検討しています。 

 倉見駅については、今後神奈川県事業として、平塚市大神地区と寒川町倉見地区を結ぶ

（仮称）ツインシティ橋の整備を予定しており、橋の供用開始後には平塚市大神地区からの

利用者増が見込まれることなどから、東海道新幹線新駅の誘致を含む町の将来像を見据え

た中で、適切な駅前広場の整備に向けて検討しています。 

 宮山駅については、町の拠点に準ずるゾーンとして位置付けている「にぎわい交流創出ゾ

ーン」との連携を視野に入れた中で、その必要性等について今後検討します。 



 

57  

第
１
章 

進
捗
管
理
等
報
告
書
の
概
要 

 
 

第
２
章 

町
の
現
状 

 

第
３
章 

町
と
し
て
の
課
題
認
識 

第
４
章 

進
捗
管
理
方
法 

第
５
章 

事
業
進
捗
状
況 

第
６
章 

町
民
満
足
度
調
査 

第
７
章 

総
合
評
価 

第
８
章 

今
後
の
都
市
づ
く
り
の
方
向
性 

〇 自転車駐車場について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-31 自転車駐車場等写真（寒川駅北口、南口、倉見駅、宮山駅） 

 

 寒川駅北口及び南口については「自転車等駐車場」を配置していますが、倉見駅及び宮山

駅については、置場の空間のみを確保しているという状況です。 

 現状自転車駐車場を整備していない各駅について、自転車で駅を利用する方が非常に多

く、自転車置場の空間からはみ出して駐車している状況も多々見受けられる状況ですが、自

転車駐車場の配置により、自宅-駅間の自転車移動を促進し、健康維持や運動不足解消に寄

与すること、環境への配慮ができること並びに安全性が向上することなどの効果が見込ま

れることから、駅前広場と併せた整備に向けて検討しています。 

なお、倉見駅については、駅前広場の整備と同様、東海道新幹線新駅の誘致を含む町の将

来像を見据えた中で、適切な駅前広場の整備に向けて検討しています。 
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〇 駅周辺のユニバーサルデザイン化について 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-32 駅前広場写真（倉見駅、寒川駅） 

 

 寒川駅についてはエレベーターやバリアフリートイレ、点字運賃表並びにシニアカ―利

用経路等が配置されています。 

また、倉見駅については、令和 2 年度にエレベーターやバリアフリートイレ等が整備さ

れ、宮山駅についてもエレベーターやバリアフリートイレ、点字運賃表等の配置など、一定

のユニバーサルデザイン化が図られています。 

一方、駅周辺という視点では、令和６年３月末までの期間で実施した土地区画整理事業に

併せて、寒川駅北口周辺の空間を整備しましたが、その他各駅については駅周辺における空

間が整備できていない状況です。しかし、誰もが利用しやすい空間整備を目指すため、鉄道

駅と公共施設等の生活関連施設を結ぶ生活関連経路等の検討を含めた、バリアフリー基本

構想等の策定を見据えた検討を進める必要があります。 
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以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-17 鉄道駅周辺環境評価表 
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５．環 境 ・ 景 観 形 成 に つ い て 

 「富士山がきれいに見える」や「自然・みどりが多くのんびりしている」などの特徴を

活かした環境・景観形成を目指し、併せて生活利便性の向上等を図るため、現況を整理し

評価します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-33 景観・環境イメージ図 
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１）公園緑地の整備について 

 公園緑地はレクリエーション空間として利用されるほか、災害時における防災機能や景

観形成機能など様々な役割を担うことから必要に応じて機能の確保に努めることに加え、

維持管理については、公園愛護会等の制度を活用した、住民の方と協働で実施できる手法を

引き続き推進、支援していきます。 

 

表 5-18 寒川町の緑地の現況量（令和２年３月現在） 

 

 

表 5-19 寒川町の緑地の現況量（令和 6 年３月現在） 

 

 
引用：寒川町みどりの基本計画 
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表 5-20 目標年次（2040 年）までに確保を図る緑地の内訳一覧 

 

 

 令和２年３月から現在までの整備進捗状況としては、河童徳利ひろばが新規に整備され、

市街化区域及び都市計画区域における緑道の数値が０.０７ha 増加しました。 

 また、平成１１年より都市計画緑地として位置づけをしている茅ヶ崎都市計画緑地第５

号相模川一之宮緑地については、令和７年５月に「（仮称）寒川町ストリートスポーツパー

ク整備に係る基本構想 （仮称）相模川一之宮公園整備に係る基本計画」を定め、都市公園

として（仮称）相模川一之宮公園の整備を予定しています。 

なお、その他各街区公園や茅ヶ崎都市計画緑地第４号相模川田端緑地については、今後求

められる機能や必要性、実現性、代替性など、社会情勢の変化等を踏まえた検討をし、必要

に応じて確保目標の見直しを図る必要があると認識しています。 

 

表 5-21 都市計画決定している公園・緑地の状況 

 

 

 

 

 

 

 

引用：寒川町みどりの基本計画 
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以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-22 公園緑地の整備評価表 
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２）公共下水道の整備について 

 河川や水路等については、水質保全や生態系に配慮した水辺空間の保全がされるように

適切な維持管理などをする必要があり、特に生活排水の処理については、公共下水道汚水施

設を良好に保つとともに、公共下水道等処理区域外では、合併処理浄化槽の利用も含めて公

共用水域の水質保全を進める必要があります。また、雨水処理については公共下水道雨水施

設を良好に保つ必要があるため、関係機関との調整を図ります。 

 

 

図 5-34 寒川町公共下水道計画一般図（汚水） 
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寒川町における公共下水道は、神奈川県が事業主体である相模川流域下水道に接続する

流域関連公共下水道（汚水）として、昭和４９年度に約１７７ha の下水道法の事業認可を

受け、昭和５９年４月に供用を開始しました。その後、事業計画の拡大を重ね計画排水面積

約９２３ha のうち汚水は約８割が、雨水は約６割が整備済みとなっています。総人口普及

率も９割を超えており水洗化率もほぼ１００％近くです。また、市街化区域についての整備

の状況は、計画面積約７２３ha に対し約９割強の進捗状況で概成となっており、今後は市

街化調整区域の整備を進めるとともに、維持管理や改築更新に重点を移すことになります。 

 

表 5-23 寒川町の下水道計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-24 公共下水道の整備率評価表 
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３）景観形成への配慮について 

 寒川町の特徴である富士山への眺望、幹線道路沿道や参道の並木、神社仏閣境内の風情、

駅前空間、住宅地の街並み景観などの保全等を図るため、町に住む人々が親しみを込めて住

みやすいと思える環境と連動した空間づくりを進める検討をする必要があります。 

 

図 5-35 寒川町高度地区指定状況 

 

 

 

図 5-36 寒川町地区計画策定状況（寒川駅北口地区、田端西地区） 
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 寒川町では、「空が広くのんびりした環境が楽しめるまち」という特性を大切にするため、

町内市街化区域全域を対象とした高度地区を平成 25 年に指定しており、寒川町の特徴を生

かした空間づくりを目指しています。 

また、寒川駅北口地区や田端西地区において策定している地区計画では、各地区における

土地利用の方針や壁面位置の制限、建築物における高さの最高限度並びに形態又は意匠の

制限等を設けており、各地区に適切な景観形成の推進に取り組んでいます。 

 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-25 町の景観における検討状況評価表 
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４）地球環境への配慮について 

 地球環境の維持保全については、地球温暖化対策として省資源化や再生可能エネルギー

の普及に向けた検討を進める必要があります。 

また、廃棄物処理施設についても、町民の協力のもと適切な整備を進めるとともに、施設

の省エネ化など環境に配慮した維持管理に努める必要があります。 

さらには、水とみどり環境の保全・創出を図るとともに、公共交通機関や自転車の利用促

進などにより、人と環境に優しいまちづくりを進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-37 ゼロカーボン推進対策設備等導入助成のチラシ 
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図 5-38 再生可能エネルギーに係る取組み（寒川町 HP） 
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以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-26 再生可能エネルギー等の普及状況の評価表 
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５）空き家の状況について 

 適切に管理されていない空き家は、建物倒壊の危険性があるだけではなく、建物が老朽化

し雑草が高く伸びているなどの状況であれば、不法投棄や害虫及び害獣の繁殖の原因にな

るなど、その周辺環境に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。 

 また、空き家の影響による治安悪化や周辺不動産の価値の低下などを引き起こす原因に

なる可能性もあり、適切に維持・管理できるよう現状を把握し、寒川町空家等対策計画に基

づく検討を進める必要があります。 

 

図 5-39 町内の空き家事例（イメージ写真） 

図 5-40 住宅総数、空き家総数、空き家率 
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参照：統計概要（国勢調査） 
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 なお、町として把握している空き家の現状としては、平成３０年に実施した空き家実態

調査で１４５件の空き家が確認されましたが、令和 6 年 1 月時点において、滅失・売却等

によりこのうち５２件は空き家状態が解消されています。また、近隣住民からの苦情等で

把握した空き家について、町から所有者へ適正な管理を促す対応を行っており、令和２～

５年度にかけて５５件の適正管理依頼をし、２１件が空き家状態の解消に至っています。 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-27 空き家実態調査等における空き家件数等状況評価表 
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６）バリアフリー関連の検討について 

 高齢者、障がい者等の移動及び施設の利用に係る利便性・安全性向上の促進を図り、公共

の福祉の増進に資する町にするためには、個々の施設におけるバリアフリー化だけではな

く、建築物や道路等の連続性を確保した、面的・一体的なバリアフリー化が必要です。 

今後の新たなまちづくりや公共施設の建替え等を検討していく上では、高齢者、障がい者

等の移動等円滑化の促進における検討は必要不可欠であり、町としてどのような方針でバ

リアフリー化の促進をしていくのか検討する必要があります。 

 

図 5-41 さむかわしょうがいふくしマップ 
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以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-28 バリアフリー化検討状況評価表 
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６．防 災 に つ い て 

 寒川町は相模川、目久尻川、小出川などの河川の間に位置しており標高の低い平坦地が

多いことから、市街地において浸水・冠水等の被害が発生する可能性があります。 

また、寒川町地域防災計画において記載している地震等の想定を踏まえ、震前対策を講

じ、有事の際には迅速な復旧活動等に努める必要があります。震前対策の一環として、建

築物の耐震化や事前復興まちづくり計画を検討するなど「安全・安心に暮らし続けられる

まち」を実現するため、現況を整理し評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-42 相模川の洪水被害記録（左）、 

平成 28 年以降に日本付近で発生した主な被害地震の震央分布（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-43 防災・避難イメージイラスト 

 

引用：国土交通省ＨＰ 
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１）住宅の耐震化状況について 

 昭和 56 年の建築基準法改正以前の基準である旧耐震基準（震度 5 程度の地震に耐え得

る）に基づき建築工事に着手した建物については、新耐震基準（震度 6 強の地震で倒れな

い）及び現行の基準（震度 6 強の地震で倒れない）よりも倒壊する恐れが高いことから、町

内の住宅の耐震化状況を把握し、耐震補強の促進に努める必要があります。 

 

 

図 5-44 住宅の耐震化率 

 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-29 住宅の耐震化状況評価表 
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２）公共施設の耐震化状況について 

 町が所有する建築物のうち、防災対策上重要な施設や多数の町民が使用する町有公共施

設は７４棟ありますが、一定の規模を有する公共施設等については、災害時に避難所等の機

能を有しており、災害時に機能を発揮できるよう耐震化等の対策を講じておく必要があり

ます。 

 

 

図 5-45 公共施設の耐震化の現状（寒川町耐震改修促進計画） 

 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-30 公共施設の耐震化状況評価表 
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３）事前復興に向けた検討について 

 阪神・淡路大震災や東日本大震災等の大規模災害における復興まちづくりの課題及び教

訓を踏まえて、災害時に必要な基礎データの未整備や大規模災害時の復興まちづくりに対

応できる人材不足等を生じさせないためにも、過去の災害からの復興まちづくり等を参考

とし、被災後早期に的確な復興まちづくりに着手できるよう平時にできることから事前準

備等を検討する必要があります。 

 また、事前復興まちづくりの検討においては、寒川町地域防災計画と連携をして、復興ま

ちづくりの目標、実施手法、進め方等に関する都市マスタープランへの位置付け等を検討

し、さらに、復興体制、手順、訓練、基礎データの整理、分析、復興まちづくりの実施方針

等を含めた総合的な計画である、事前復興まちづくり計画の策定に向けた取組みを検討す

る必要があります。 

 

 

図 5-46 事前復興準備に向けた事前対応 

（「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」平成 30 年 7 月 国土交通省） 

 

図 5-47 事前復興準備の取組み内容について 

（「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン概要版」平成 30 年 7 月 国土交通省） 
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以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-31 事前復興まちづくり計画の検討状況評価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

進
捗
管
理
等
報
告
書
の
概
要 

第
１
章 

 

町
の
現
状 

第
２
章 

 

町
と
し
て
の
課
題
認
識 

第
３
章 

進
捗
管
理
方
法 

第
４
章 

事
業
進
捗
状
況 

第
５
章 

町
民
満
足
度
調
査 

第
６
章 

総
合
評
価 

第
７
章 

今
後
の
都
市
づ
く
り
の
方
向
性 

第
８
章 

７．そ の 他 に つ い て 

 都市づくりの基本方針で示している考え方に沿ったまちづくりを実現し、総合的なまち

づくりの推進を行うためには、まちづくりの各段階において、行政だけではなく住民等の

各主体が担う役割を認識するとともに、協働の取組みが欠かせないと考えることから、ま

ちづくりを進めるための仕組みやルールづくりの現況を整理し評価します。 

 

 

 

 

図 5-48 まちづくりを進めるための仕組みやルールづくりのイメージ 
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１）地域主体のまちづくりについて 

 都市が健全な発展を続けていくためには、住民等が自分の住むまちに対して興味を持ち、

そこに住み続けたいと思えるような環境づくりをする必要があります。そのためには、地域

に住む住民等が自ら課題等を認識し、考えてまちづくりを促進していくことが望ましいと

考え、まずはまちづくりへの関心・意識を高めていくための情報提供や勉強会の開催などの

実施を検討するなど、まちづくり参加のきっかけづくりの支援等を進める必要があります。 

 

 

 

図 5-49 現行の都市マスタープラン策定に向けた取組み 
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以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-32 地域主体のまちづくり体制づくりの検討状況評価表 
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２）地域まちづくりのルールについて 

 地域の将来像やまちづくりを実現するためには、多様な主体と協働で検討し、地域での協

議・合意形成や地区計画等の策定によるルールの公的な担保など、地域ごとに適切なルール

づくりを検討する必要があります。 

 

 

 

 

図 5-50 寒川町北口地区及び田端西地区地区計画（概要） 
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図 5-51 寒川町北口地区まちづくりガイドブック（概要） 
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図 5-52 地区計画等地域におけるルールの数 

 

 

以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-33 地域主体のまちづくり体制づくりの検討状況評価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

地
区
計
画
等
地
域
に
お
け
る
ル
ー
ル
の
数
【
個
】

年度【年】

地区計画 地域のまちづくりルール



 

86 

進
捗
管
理
等
報
告
書
の
概
要 

第
１
章 

 

町
の
現
状 

第
２
章 

 

町
と
し
て
の
課
題
認
識 

第
３
章 

進
捗
管
理
方
法 

第
４
章 

事
業
進
捗
状
況 

第
５
章 

町
民
満
足
度
調
査 

第
６
章 

総
合
評
価 

第
７
章 

今
後
の
都
市
づ
く
り
の
方
向
性 

第
８
章 

３）総合的なまちづくりについて 

 地域ごとの将来像も重要ではありますが、町全体としての将来像を検討する際、寒川らし

い暮らしぶりの実現に向けて、都市計画や土地利用調整などの開発関連分野や住民等参加

によるまちづくりに関する条例の制定などを検討する必要があります。 

 

 

図 5-53 まちづくり条例策定イメージ 
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以上の現況を踏まえて、次のように評価します。 

 

表 5-34 まちづくり条例等の検討状況評価表 
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8．事 業 進 捗 状 況 の ま と め に つ い て 

以上の評価を踏まえ、都市づくりの方向性を確認するために設定した評価指標の総評を

次のとおりまとめます。 

 

表 5-35 事業進捗状況評価の総評表 

 

 以上の結果より、任意に設定した評価指標に対して検討が進捗している項目や、停滞して

いる項目、やや後退してしまっている項目があることが改めて整理できました。以上の整理

を踏まえ、全ての事業を同時に進行していくことは困難のため、優先度を検討しながら庁内

各課連携して進捗管理等を行っていきたいと考えています。 

また、第６章で記載する町民満足度調査の分析結果等を考慮した上で、第７章にて今回の

進捗管理等における「総合評価」として、今後、より優先的に検討していくべき事項を整理

します。 
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第６章 

町民満足度調査 

寒川町都市マスタープラン 

進捗管理等報告書 
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１．調 査 概 要 に つ い て 

 今回実施したアンケート調査の対象は、「満 18 歳以上の町民全般」とし、意見集約を行

いました。 

 アンケート調査の結果概要については、次の表のとおりです。 

 

表 6-1 アンケート調査の概要 

対象 満 18 歳以上の町民全般 

（参考）人口 
48,426 人（令和 7 年 5 月 1 日時点） 

※満 18 歳以上の人数ではありません。 

回答数 164 （うち、同一人物疑い 5） 

有効回答数 

159 

同一人物疑い｟回答者属性（年齢、お住まい、

職業、居住年数、家族構成、お住まいの形態、

主な通勤・通学場所、日常的に最もよく使用す

る交通手段）が完全一致した者｠の回答は、 

最初の回答のみ有効とした 

抽出方法 全数調査 

周知方法 
町広報 5 月号、町 HP、 

各町内会回覧、LINE プッシュ通知 

調査方法 e-kanagawa 電子申請システムによる Web 調査 

調査期間 

令和 7 年 4 月１4 日（月） 

から 

令和 7 年 5 月 16 日（金） 

※希望者には、紙媒体で回答も可としたが、希望者なし。 

 

第６章  

町民満足度調査 

 

 
進捗管理等報告書の概要（第１章） 

 
町の現状（第２章） 

 
進捗管理方法（第４章） 

 
事業進捗状況（第５章） 

 
町民満足度調査（第６章） 

 
総合評価（第７章） 

 
今後の都市づくりの方向性（第８章） 

 
町としての課題認識（第３章） 
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２．集 計 ・ 分 析 方 法 に つ い て 

１）集計方法の考え方 

 町民満足度調査については、町民全般を対象として実施しましたが、回答をいただいた属

性により対象を再分化し再分類することで、より確度の高い以降集計となることから、「世

代別意向」、「地域別意向」で分類しクロス集計をしました。 

 なお、アンケート結果の詳細については、令和７年７月７日に「寒川町都市マスタープラ

ン進捗管理等に向けた町民満足度調査結果報告書（参考資料１）」でお示しをしているため、

本報告書ではアンケート結果を基にした分析結果をお示しします。 

 

【クロス集計とは】 

 「クロス集計」は、異なる変数間の関連性を明らかにするため、２つのカテゴリ変数を組

み合わせて同時に集計するものです。 

 クロス集計を行うことにより、単純集計では把握することができない「世代別」や「地域

別」といった、より確度の高い意向を把握することができます。 

 なお、集計方法及び地域別の区分のイメージは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 集計方法（世代別意向）、（地域別意向） 

 

※今回の調査における「地域意向」については、各地域の回答数を考慮し「北地域」、

「東地域」、「南地域」の３地域にて再集計・分析を行いました。 
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図 6-2 地域別の区分（北地域、東地域、南地域） 

 

２）分析方法の考え方 

 集計データの分析については、「１）集計方法の考え方」の結果に基づき、ポートフォリ

オ分析をしました。 

 

【ポートフォリオ分析とは】 

「ポートフォリオ分析」は、どの施策等に重点的に資源配分を行えば良いかを判定するた

め、アンケート結果をもとに各施策を４つのタイプに分類し考察するものです。 

分類は各項目等における「現状の満足度」と「今後の取組みの重要度」の平均値を求め、

その関係性を散布図で表し分類しました。散布図は、Ｘ軸（横軸）を「満足度」とし、プラ

スの方向（右）に位置するほど満足度が高いことを示しています。またＹ軸（縦軸）を「重

要度」とし、プラスの方向（上）に位置するほどその項目が重要であることを示しています。 

散布図を４つに区分する基準となる値（補助線）は「満足度」と「重要度」の全項目の平

均値を採用しました。各施策のタイプの判定は、「満足度」の全項目の平均値を基準とした

項目の値の高低及び「重要度」の全項目の平均値を基準とした施策の値の高低により分類を

しています。 

地区区分  集計区分  再集計区分 

倉見  倉見  
北地域 

宮山 宮山 

小動 小動 

東地域 

小谷一丁目～四丁目 小谷 

大蔵 大蔵 

岡田、 

岡田一丁目～三丁目 
岡田 A 

岡田四丁目～八丁目 岡田 B 

一之宮、 

一之宮三丁目～五丁目 
一之宮 A 

南地域 

一之宮一丁目～二丁目 一之宮 B 

一之宮六丁目～七丁目 一之宮 C 

一之宮八丁目～九丁目 一之宮 D 

中瀬 中瀬 

大曲一丁目～四丁目 大曲 

田端 田端 
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【タイプの区分について】 

★タイプ ① ：「満足度」が全体平均以下で、「重要度」が全体平均以上のもの 

       ⇒「優先度の高い項目」として評価する 

 

★タイプ ② ：「満足度」が全体平均以上で、「重要度」が全体平均以上のもの 

       ⇒「現状維持を図る項目」として評価する 

 

★タイプ ③ ：「満足度」が全体平均以以下で、「重要度」が全体平均以下のもの 

       ⇒「状況に応じて取り組む項目」として評価する 

 

★タイプ ④ ：「満足度」が全体平均以上で、「重要度」が全体平均以下のもの 

       ⇒「優先度の低い項目」として評価する 

 

 

【散布図の見方について】 

 

図 6-3 町民満足度の項目別相対比較イメージ 
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３）評価の考え方 

 アンケート調査において、各項目の満足度を「満足」～「不満」、重要度を「重要」～「重

要でない」の５段階の尺度を使用し結果の集計をしました。 

 その結果を基に、加重平均を用いて満足度・重要度の評価を行います。 

 

【加重平均とは】 

 平均値を出す項目それぞれの重みを加味して割り出す平均値のことです。 

 

 

加重平均値＝
A × 5 + B × 4 + C × 3 + D × 2 + E × 1

有効回答数
 

 

  A：「 高い （満足 / 重要）」 ……………………………… ５ポイント 

  B：「やや高い（やや満足 / やや重要）」 …………………… ４ポイント 

  C：「 普通 （普通 / 普通）」 ……………………………… ３ポイント 

  D：「やや低い（やや不満 / あまり重要でない）」 ………… ２ポイント 

  E：「 低い （不満 / 重要でない）」 ……………………… １ポイント 
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３．分 析 結 果 に つ い て 

１）回答結果の基本情報について 

・「年齢（年代）」の回答結果 

 

 

図 6-4 町民満足度調査結果（年齢別回答数） 

 

 上記結果を基に、各設問において、「生産年齢世代」、「高齢者世代以降」の２区分によ

って、世代別集計・分析を行った結果をお示しします。 

 

 

・「お住まいの地域」の回答結果 

 

図 6-5 町民満足度調査結果（地域別回答数） 

 

 上記結果を基に、各設問において、町外を除く「北地域」、「東地域」、「南地域」の３

区分によって、地域別集計・分析を行った結果をお示しします。 

 

区分 回答数 割合

一之宮 39 24.5%

岡田 24 15.1%

倉見 14 8.8%

宮山 14 8.8%

小谷 13 8.2%

大曲 9 5.7%

中瀬 4 2.5%

田端 4 2.5%

大蔵 3 1.9%

小動 2 1.3%

町外 33 20.7%

合計 159 100.0%

区分 回答数 割合

10歳代 1 0.6%

20歳代 7 4.4%

30歳代 37 23.3%

40歳代 50 31.4%

50歳代 31 19.5%

60歳代 23 14.5%

70歳代以上 10 6.3%

合計 159 100.0%



 

96 

進
捗
管
理
等
報
告
書
の
概
要 

第
１
章 

 

町
の
現
状 

第
２
章 

 

町
と
し
て
の
課
題
認
識 

第
３
章 

進
捗
管
理
方
法 

第
４
章 

事
業
進
捗
状
況 

第
５
章 

町
民
満
足
度
調
査 

第
６
章 

総
合
評
価 

第
７
章 

今
後
の
都
市
づ
く
り
の
方
向
性 

第
８
章 

２）分析結果（満足度・重要度）について 

 「寒川町都市マスタープラン進捗管理等に向けた町民満足度調査結果報告書（参考資料

１）」を基に、「町民全般」、「世代別」、「地域別」の３パターンで集計した、町民満足

度・重要度のポートフォリオ分析及び項目別相対比較は次のとおりです。 

 

 

（１）「目指す暮らしぶりと町のすがた」に関連する事項について 

【町民全般の分析について】 

表 6-2 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の加重平均値（町民全般） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-6 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の散布図（町民全般） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 1 2 3 4 5

項目 「毎日の暮らしやすさが感じられるまち」 「空が広くのんびりとした環境が楽しめるまち」 「安全・安心に暮らし続けられるまち」 「生き生きと働くことができるまち」 「のびのびと元気な子どもを育てられるまち」 平均値

満足度  [加重平均値] 3.09 3.84 3.21 3.00 3.18 3.26

重要度  [加重平均値] 4.39 3.87 4.52 3.96 4.26 4.20
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【年齢別の分析について】 

表 6-3 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の加重平均値（生産年齢世代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-7 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の散布図（生産年齢世代） 

 

 

表 6-4 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の加重平均値（高齢者世代以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-8 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の散布図（高齢者世代以降） 

 

 

番号 1 2 3 4 5

項目 「毎日の暮らしやすさが感じられるまち」 「空が広くのんびりとした環境が楽しめるまち」 「安全・安心に暮らし続けられるまち」 「生き生きと働くことができるまち」 「のびのびと元気な子どもを育てられるまち」 平均値

満足度  [加重平均値] 3.05 3.75 3.15 2.97 3.08 3.20

重要度  [加重平均値] 4.39 3.71 4.50 3.92 4.24 4.15

番号 1 2 3 4 5

項目 「毎日の暮らしやすさが感じられるまち」 「空が広くのんびりとした環境が楽しめるまち」 「安全・安心に暮らし続けられるまち」 「生き生きと働くことができるまち」 「のびのびと元気な子どもを育てられるまち」 平均値

満足度  [加重平均値] 3.27 4.18 3.42 3.12 3.55 3.51

重要度  [加重平均値] 4.39 4.48 4.58 4.12 4.36 4.39
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【地域別の分析について】 

表 6-5 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の加重平均値（北地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-9 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の散布図（北地域） 

 

 

表 6-6 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の加重平均値（東地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-10 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の散布図（東地域） 

 

 

番号 1 2 3 4 5

項目 「毎日の暮らしやすさが感じられるまち」 「空が広くのんびりとした環境が楽しめるまち」 「安全・安心に暮らし続けられるまち」 「生き生きと働くことができるまち」 「のびのびと元気な子どもを育てられるまち」 平均値

満足度  [加重平均値] 2.79 3.89 3.11 2.71 3.29 3.16

重要度  [加重平均値] 4.32 3.57 4.61 3.79 4.25 4.11

番号 1 2 3 4 5

項目 「毎日の暮らしやすさが感じられるまち」 「空が広くのんびりとした環境が楽しめるまち」 「安全・安心に暮らし続けられるまち」 「生き生きと働くことができるまち」 「のびのびと元気な子どもを育てられるまち」 平均値

満足度  [加重平均値] 3.24 4.02 3.33 3.10 3.36 3.41

重要度  [加重平均値] 4.48 3.95 4.71 4.02 4.38 4.31
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表 6-7 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の加重平均値（南地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-11 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の散布図（南地域） 

 

 

 

以上ポートフォリオ分析の結果より、「目指す暮らしぶりと町のすがた」について調査結

果を次のように整理します。 

 

表 6-8 「目指す暮らしぶりと町のすがた」の分析結果まとめ 

 本結果より、町民全般、年齢別、地域別の意向について、共通して「安全・安心に暮ら

し続けられるまち」及び「毎日の暮らしやすさが感じられるまち」に関連する施策が求め

られていることが整理できました。また、「空が広くのんびりとした環境が楽しめるま

ち」は優先度の低い項目となっていますが、自由意見の中では「空を感じる」や「富士山

が見える」場所がお気に入りと回答している町民の方も一定数いることより、本結果を参

考にしつつ、総合的な視点で施策の優先度を検討していきたいと考えています。 

 

番号 1 2 3 4 5

項目 「毎日の暮らしやすさが感じられるまち」 「空が広くのんびりとした環境が楽しめるまち」 「安全・安心に暮らし続けられるまち」 「生き生きと働くことができるまち」 「のびのびと元気な子どもを育てられるまち」 平均値

満足度  [加重平均値] 3.23 3.70 3.13 2.96 3.00 3.20

重要度  [加重平均値] 4.54 4.11 4.57 4.07 4.32 4.32
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（２）「拠点、ゾーン等」に関連する事項について 

【町民全般の分析について】 

表 6-9 「拠点、ゾーン等」の加重平均値（町民全般） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-12 「拠点、ゾーン等」の散布図（町民全般） 

 

【年齢別の分析について】 

表 6-10 「拠点、ゾーン等」の加重平均値（生産年齢世代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-13 「拠点、ゾーン等」の散布図（生産年齢世代） 

1 2 3 4

「生活中心拠点」 「都市未来拠点」 「産業集積拠点」 「にぎわい交流創出ゾーン」 平均値

満足度  [加重平均値] 2.63 2.62 3.02 3.09 2.84

重要度  [加重平均値] 4.09 3.63 3.35 3.90 3.74

番号 1 2 3 4

項目 「生活中心拠点」 「都市未来拠点」 「産業集積拠点」 「にぎわい交流創出ゾーン」 平均値

満足度  [加重平均値] 2.56 2.53 2.95 3.03 2.77

重要度  [加重平均値] 4.06 3.65 3.32 3.85 3.72
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表 6-11 「拠点、ゾーン等」の加重平均値（高齢者世代以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-14 「拠点、ゾーン等」の散布図（高齢者世代以降） 

 

 

 

【地域別の分析について】 

表 6-12 「拠点、ゾーン等」の加重平均値（北地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-15 「拠点、ゾーン等」の散布図（北地域） 

番号 1 2 3 4

項目 「生活中心拠点」 「都市未来拠点」 「産業集積拠点」 「にぎわい交流創出ゾーン」 平均値

満足度  [加重平均値] 2.91 2.94 3.27 3.33 3.11

重要度  [加重平均値] 4.24 3.55 3.48 4.09 3.84

番号 1 2 3 4

項目 「生活中心拠点」 「都市未来拠点」 「産業集積拠点」 「にぎわい交流創出ゾーン」 平均値

満足度  [加重平均値] 2.46 2.57 3.21 3.11 2.84

重要度  [加重平均値] 4.00 3.89 3.36 3.93 3.79



 

102 

進
捗
管
理
等
報
告
書
の
概
要 

第
１
章 

 

町
の
現
状 

第
２
章 

 

町
と
し
て
の
課
題
認
識 

第
３
章 

進
捗
管
理
方
法 

第
４
章 

事
業
進
捗
状
況 

第
５
章 

町
民
満
足
度
調
査 

第
６
章 

総
合
評
価 

第
７
章 

今
後
の
都
市
づ
く
り
の
方
向
性 

第
８
章 

表 6-13 「拠点、ゾーン等」の加重平均値（東地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-16 「拠点、ゾーン等」の散布図（東地域） 

 

 

表 6-14 「拠点、ゾーン等」の加重平均値（南地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-17 「拠点、ゾーン等」の散布図（南地域） 

 

 

番号 1 2 3 4

項目 「生活中心拠点」 「都市未来拠点」 「産業集積拠点」 「にぎわい交流創出ゾーン」 平均値

満足度  [加重平均値] 2.48 2.71 2.95 3.12 2.82

重要度  [加重平均値] 4.43 3.95 3.57 4.05 4.00

番号 1 2 3 4

項目 「生活中心拠点」 「都市未来拠点」 「産業集積拠点」 「にぎわい交流創出ゾーン」 平均値

満足度  [加重平均値] 2.73 2.68 2.93 3.11 2.86

重要度  [加重平均値] 4.09 3.29 3.25 3.82 3.61
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以上ポートフォリオ分析の結果より、「拠点、ゾーン等」について調査結果を次のように

整理します。 

 

表 6-15 「拠点、ゾーン等」の分析結果まとめ 

 本結果より、町民全般、年齢別、地域別の意向について、共通して「生活中心拠点」に

関連する施策が求められていることが整理できました。また、北地域では「都市未来拠

点」に関する施策の優先度が高いなど、一定程度地域特性が見られる結果となりました。 

この結果を参考に、今後の拠点、ゾーン等の取組みとして、引き続き、東海道新幹線新

駅誘致地区周辺である「都市未来拠点」に関連する取組みを継続しつつ、土地区画整理事

業が完了した寒川駅北口地区について、「いかに継続して街並みを誘導していくか」等の

施策を検討していきたいと考えます。 

 

 

（３）「都市づくりの基本方針」に関連する事項について 

【町民全般の分析について】 

表 6-16 「都市づくりの基本方針」の加重平均値（町民全般） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-18 「都市づくりの基本方針」の散布図（町民全般） 

番号 1 2 3 4 5

項目 「拠点等」 「土地利用」 「道路・交通体系」 「環境・景観形成」 「防災」 平均値

満足度  [加重平均値] 3.01 2.79 2.54 3.22 2.90 2.89

重要度  [加重平均値] 3.75 3.78 4.08 3.70 4.06 3.88
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【年齢別の分析について】 

表 6-17 「都市づくりの基本方針」の加重平均値（生産年齢世代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-19 「都市づくりの基本方針」の散布図（生産年齢世代） 

 

 

表 6-18 「都市づくりの基本方針」の加重平均値（高齢者世代以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-20 「都市づくりの基本方針」の散布図（高齢者世代以降） 

 

番号 1 2 3 4 5

項目 「拠点等」 「土地利用」 「道路・交通体系」 「環境・景観形成」 「防災」 平均値

満足度  [加重平均値] 3.01 2.76 2.52 3.22 2.88 2.88

重要度  [加重平均値] 3.71 3.73 4.03 3.66 3.99 3.82

番号 1 2 3 4 5

項目 「拠点等」 「土地利用」 「道路・交通体系」 「環境・景観形成」 「防災」 平均値

満足度  [加重平均値] 3.03 2.88 2.61 3.21 2.97 2.94

重要度  [加重平均値] 3.94 3.97 4.27 3.85 4.33 4.07
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【地域別の分析について】 

表 6-19 「都市づくりの基本方針」の加重平均値（北地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-21 「都市づくりの基本方針」の散布図（北地域） 

 

 

表 6-20 「都市づくりの基本方針」の加重平均値（東地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-22 「都市づくりの基本方針」の散布図（東地域） 

 

番号 1 2 3 4 5

項目 「拠点等」 「土地利用」 「道路・交通体系」 「環境・景観形成」 「防災」 平均値

満足度  [加重平均値] 2.89 2.79 2.25 3.21 2.57 2.74

重要度  [加重平均値] 3.68 3.79 3.96 3.46 4.00 3.78

番号 1 2 3 4 5

項目 「拠点等」 「土地利用」 「道路・交通体系」 「環境・景観形成」 「防災」 平均値

満足度  [加重平均値] 3.00 2.79 2.50 3.24 2.76 2.86

重要度  [加重平均値] 3.93 3.83 4.21 3.64 4.26 3.98
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表 6-21 「都市づくりの基本方針」の加重平均値（南地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-23 「都市づくりの基本方針」の散布図（南地域） 

 

 

 

以上ポートフォリオ分析の結果より、「都市づくりの基本方針」について、調査結果を次

のように整理します。 

 

表 6-22 「都市づくりの基本方針」の分析結果まとめ 

 本結果より、町民全般、年齢別、地域別の意向について、共通して「道路・交通体系」

に関連する施策が求められていることが整理できました。また、「拠点等」や「環境・景

観形成」は優先度の低い項目となっていますが、「拠点等」や「環境・景観形成」と「道

路・交通体系」の相関関係等を踏まえ、本結果を参考にしつつ、総合的な視点で施策の優

先度を検討していきたいと考えています。 

 

 

番号 1 2 3 4 5

項目 「拠点等」 「土地利用」 「道路・交通体系」 「環境・景観形成」 「防災」 平均値

満足度  [加重平均値] 3.11 2.75 2.63 3.23 3.04 2.95

重要度  [加重平均値] 3.77 3.86 4.20 3.91 4.27 4.00
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第７章 

総合評価 

（進捗管理等評価） 
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 第 5 章における「事業進捗状況の把握」及び第 6 章における「町民満足度調査結果」によ

り、本報告書を作成する目的である「定期的にまちづくりの進み具合を把握する」ことがで

きると考え、本章では第５章及び第６章の結果を統合した総合評価を整理します。 

 なお、町民満足度調査では、「目指す暮らしぶりと町のすがた」に関する項目を伺いまし

たが、本章では事業進捗状況の把握と併せて評価をする関係より、「拠点、ゾーン等」及び

「都市づくりの基本方針」の結果について取りまとめます。 

 

表 7-1 「事業進捗状況の把握」-「町民満足度調査結果」の総合評価（単純比較評価） 

上記結果のとおり、町民満足度調査結果により「優先度の高い / 現状維持を図る」とな

った項目、かつ、事業進捗状況の把握により「進捗していない」となっている項目を優先的

に検討する必要があると考えます。また「生活中心拠点」について、事業進捗状況としては

「やや進捗している」という評価をしていますが、町の中心地として魅力的な空間となるよ

う引き続き機能充実を図る必要があると考え、優先的に検討する必要があると考えます。 

 

第７章 

総合評価 

（進捗管理等評価） 

 
進捗管理等報告書の概要（第１章） 

 
町の現状（第２章） 

 
進捗管理方法（第４章） 

 
事業進捗状況（第５章） 

 
町民満足度調査（第６章） 

 
総合評価（第７章） 

 
今後の都市づくりの方向性（第８章） 

 
町としての課題認識（第３章） 
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表 7-2 「事業進捗状況の把握」-「町民満足度調査結果」の総合評価（町追加項目） 

上記表は、表 7-1 でまとめた「単純比較評価」に加え、町として優先的に検討する必要が

あると考えている項目をまとめました。なお、追加でお示しした各項目における町の考え

（概要）は次のとおりです。 

 

 

【項目追加に対する町の考え（概要）】 

１）拠点等  「（２）都市未来拠点」 

 東海道新幹線新駅誘致地区周辺を中心とした都市未来拠点が実現すれば、神奈川県の「県

央・湘南都市圏の南のゲート」として、広域的な交流機能を担う新たな拠点を創出すること

ができると考え、町として検討を推進します。 

 

 

２）土地利用 「（１）都市機能の適切な配置」 

 人口減少や高齢化等による社会情勢の変化に対応し、持続可能な都市を形成するために

は、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方に基づき、都市機能の適正な配置を検討す

ることが重要であると考え、町として検討を推進します。 

 

 

３）土地利用 「（２）地域地区の適切な指定」 

 町として、住みよい環境形成を体現するためには、各地区における課題を適切に把握した

上で、地区レベルでのふさわしい将来像を検討することが重要であると考え、町として検討

を推進します。 
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４）土地利用 「（４）新たな土地利用転換に応じた検討」 

 都市計画道路の整備など大規模な土地利用転換等が予測される地区について、好機を逃

さず戦略的に市街地形成を検討するとともに、無秩序な開発等を未然に防止し、適切な土地

利用を計画的に誘導する必要があると考えます。なお、直近においては、都市計画道路３・

３・３号宮山線の整備を見据え、町の様相が大きく変貌すると想定される町域北部地区につ

いてその必要性等を含めた検討を推進します。 

 

 

５）その他  「（１）地域主体のまちづくりについて」 

都市が健全な発展を続けていくためには、地域に住む住民等が自ら課題等を認識し、考え

てまちづくりを促進していくことが望ましいと考え、今回実施した町民満足度調査をはじ

めとして、ポスターセッションや地域別のワークショップ等、まちづくりへの関心・意識を

高めていくための取組みに係る検討を推進します。 

 

 

６）その他  「（２）地域まちづくりのルールについて」 

「（１）地域主体のまちづくりについて」と一部重複しますが、地域での協議・合意形成

や地区計画等の策定によるルールの公的な担保など、地域ごとに適切なルールづくりを検

討することが重要であると考え、町として体制づくり等を含めた検討を推進します。 

 

 

７）その他  「（３）総合的なまちづくりについて」 

 町民満足度調査のうち、特に「目指す暮らしぶりと町のすがた」の各項目について、寒川

らしい暮らしぶりの実現に向けた検討を推進します。 

 

 

以上の結果及び考え等により、表 7-1 及び表 7-2 に記載のとおり、「優先的に検討する必

要がある項目」を整理します。 
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第８章 

今後の都市づくりの方向性 
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第７章にて整理した「総合評価」を基に、優先的に検討する必要があると考えている項目

について、今後どのように検討を進めていくのかをお示しします。また、本報告書のような

進捗管理等に向けた取組みについて、現時点における今後の方針をお示しします。 

 

１． 総 合 評 価 を 踏 ま え た 今 後 の 方 針 に つ い て 

 第７章において優先的に検討する必要があると考えている項目について、町として考え

る今後の方針は次のとおりです。 

 

１）拠点等  「（１）生活中心拠点」 

【現状 / 取組み状況等】 

・寒川駅北口地区：平成４年から令和６年の期間で町施行による土地区画整理事業を実施 

・寒川駅南口周辺：タクシーや一般車等の乗降場及び転回場の整備に向けて検討している 

・隣接する市街化調整区域：土地利用の方向性等具体的な検討ができていない 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・寒川駅北口地区：町の中心地として魅力的な空間となるようにぎわい創出を図る 

・寒川駅南口周辺：必要性を検証した上で駅前広場の整備を推進する 

・隣接する市街化調整区域：今後予測される土地利用変化に対して柔軟な対応をする 

 

【取組み（案）】 

・寒川駅北口地区：今後は特にソフト面を重視し、継続的に町が発展するよう、駅前公園を活

用したイベント等にぎわい創出につながる取組みを検討する 

・寒川駅南口周辺：当面の間、利用者の乗降場及び転回場の整備に向けた検討をする 

・隣接する市街化調整区域：即時に対応するため、庁内にて方針を検討する 

 

第８章  

今後の都市づくりの 

方向性 

 
進捗管理等報告書の概要（第１章） 

 
町の現状（第２章） 

 
進捗管理方法（第４章） 

 
事業進捗状況（第５章） 

 
町民満足度調査（第６章） 

 
総合評価（第７章） 

 
今後の都市づくりの方向性（第８章） 

 
町としての課題認識（第３章） 
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２）拠点等  「（２）都市未来拠点」 

【現状 / 取組み状況等】 

・新駅周辺整備検討区域：土地利用検討及び地元地権者等との調整をしている 

・新駅周辺整備検討区域以外：検討するべき区域、土地利用の方針を検討している 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・新駅周辺整備検討区域：東海道新幹線新駅誘致を見据えた都市機能の誘導を実現する 

・新駅周辺整備検討区域以外：幹線道路の整備等機会を逸しないように検討を推進する 

 

【取組み（案）】 

・新駅周辺整備検討区域：引き続き土地利用検討及び地元地権者等との調整を推進する 

・新駅周辺整備検討区域以外：早期に町が考える土地利用方針（案）を取りまとめる 

 

 

３）拠点等  「（４）にぎわい交流創出ゾーン」 

【現状 / 取組み状況等】 

・令和５年にエリアビジョンを策定したものの、土地利用方針等の検討が進んでいない 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・早期に土地利用方針等を検討し、実現に向けた取組みを推進する 

 

【取組み（案）】 

・庁内各課で連携し、早期に町が考える土地利用方針（案）を取りまとめた後、関係する団体

等と調整を行う 

 

 

４）土地利用  「（１）都市機能の適切な配置」 

【現状 / 取組み状況等】 

・町域全体に都市機能が点在しており、将来を見据えた誘導等方針の検討が進んでいない 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・人口減少や高齢化等社会情勢の変化に対応するため、都市機能等を計画的に誘導する 

 

【取組み（案）】 

・将来を見据えた配置を検討するため、立地適正化計画の策定を見据えた検討を行う 
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５）土地利用  「（２）地域地区の適切な指定」 

【現状 / 取組み状況等】 

・制度変更に合わせた部分的な見直しは行っているが、各地区のあるべき姿、将来像に向け

た検討が進んでいない 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・地区レベルでのふさわしい将来像を検討し、用途地域の見直しや地区計画の策定など必要

に応じた検討を進める 

 

【取組み（案）】 

・地区の課題等を抽出するため、説明会やポスターセッションの開催等町民の方と接する機

会を増やし、ゆくゆくは地区別のワークショップ等の開催を検討する 

 

 

６）土地利用  「（４）新たな土地利用転換に応じた検討」 

【現状 / 取組み状況等】 

・都市計画道路の整備等により開発需要が高まると予想される、宮山線沿線をはじめとする

北部地区や、寒川町立小・中学校適正化等基本計画並びに寒川町公共施設再編計画に基づ

き、土地利用転換が予測される庁舎周辺などについて、上位計画の位置付けや土地利用の検

討ができていない 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・寒川町全体の将来像を見据えた中で、早期に土地利用方針等を検討し、好機を逃さず戦略

的に市街地形成を図るとともに、無秩序な開発等を未然に防止し、適切な土地利用を計画的

に誘導する 

 

【取組み（案）】 

・令和１５年の供用開始を見据えている都市計画道路３・３・３号宮山線沿線を中心とした

北部地区について、早期に町が考える土地利用方針（案）を取りまとめる 

・立地適正化計画の策定を見据えた検討の中で町全体の将来像を再考し、機会を逸しないよ

う検討を進める 
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７）道路・交通体系  「（３）歩行者・自転車ネットワークの検討」 

【現状 / 取組み状況等】 

・歩行者空間、自転車走行空間を確保することの必要性及び重要性は感じているものの、計

画の策定等具体的な検討ができていない 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・自転車ネットワーク計画を策定し、計画に基づき各種空間の確保に向けた検討及び整備を

推進する 

 

【取組み（案）】 

・今後新たに整備を予定している道路も含め、町の全体像を想定し、早期に自転車ネットワ

ーク計画等の策定に向けた検討を進める 

 

 

８）道路・交通体系  「（４）公共交通環境の向上」 

【現状 / 取組み状況等】 

・特にコミュニティバスの利便性を維持、向上させるべきであるという声が寄せられている

が、利用率向上を目指すだけではなく、継続的に維持等を行うため、効率的な運行等が必要

であると認識しているが、検討ができていない 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・立地適正化計画の策定に向けた検討に併せ、アンケート結果や実態調査に基づき経路やダ

イヤ、運行本数等を柔軟に見直す。 

 

【取組み（案）】 

・アンケート調査や実態調査により現状を把握し、改善に向けた検討を進める 
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９）防災  「（３）事前復興に向けた検討」 

【現状 / 取組み状況等】 

・防災に対する意識を多くの方に持っていただいているが、都市計画的な視点における震前

対策について、都市マスタープランにおける明確な位置付けや検討ができていない 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・復興事前準備に係る基礎データ収集をし、有事の際に迅速に対応できる体制づくりを行う 

 

【取組み（案）】 

・立地適正化計画の策定を見据えた検討の中で、基礎データの収集や災害リスクの分析を行

い、それらを活用した上で、事前復興まちづくり計画の策定の必要性等を検討する 

 

 

10）その他  「（１）地域主体のまちづくりについて」 

【現状 / 取組み状況等】 

・町民の方がまちづくりに関わる機会の創出やルールづくりの検討ができていない 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・地域の担い手の発掘や育成、専門家や大学などの教育、研究機関との連携などを視野に入

れた取組みや仕組みづくりを行う 

 

【取組み（案）】 

・多くの方にまちづくりに関する興味を持ってもらえるよう、定期的な勉強会やワークショ

ップの開催等を視野に入れた仕組みやルールづくりの検討を進める 
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11）その他  「（２）地域まちづくりのルールについて」 

【現状 / 取組み状況等】 

・土地区画整理事業を実施した地区以外については、地域のルールづくり等の検討ができて

いない 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・各地区における課題や将来像を共有し、地域と連携して必要に応じた取組みを進める 

 

【取組み（案）】 

・説明会やポスターセッション、ワークショップ等を通じて地域の課題を把握し、課題解消

等に向けた検討を進める 

 

 

12）その他  「（３）総合的なまちづくりについて」 

【現状 / 取組み状況等】 

・開発行為等について、一定の指導及び協議は行っているものの、条例として規制をしてい

ない 

・住民等参加のまちづくりの検討ができていない 

 

【目指すべき姿 / 方針】 

・まちづくり条例の策定などを視野に入れた中で、適切な規制、誘導に向けた対策を講じ、

併せて住民等参加によるまちづくりの手法についても適切な運用ができるような位置付け

をする 

 

【取組み（案）】 

・まちづくり条例の策定に向けた検討の中で地域の意向等を把握するとともに、立地適正化

計画等も併せて検討することにより、町として望ましい将来像に向けた検討を進める 

 

 

以上、第７章「総合評価」を基に今後の都市づくりの方向性をまとめましたが、上記検討

に対応できる職員定数も限られていることも考慮し、「できるところからできる体制で、少

しずつ、時には実験的な取組みも行う」という考えのもと、適時適切に検討し、また、継続

して進捗管理等を行っていきます。 
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2． 進 捗 管 理 等 に 係 る 今 後 の 方 針 に つ い て 

１）町民満足度調査について 

都市マスタープランには、「町民の満足度調査を２～３年ごとに実施、まちづくりの成果

として公表」と記載していますが、同じ内容を何度も伺うなど、目的を持たない調査はあま

り効果が無いと考えています。また、都市マスタープランの進捗管理等適切に検証、評価を

行うためには、意見反映をするタイミングも非常に重要であると考えているため、記載の２

～３年ごとに実施ということに捉われず、柔軟に検討を行っていきたいと思います。 

なお、次回の満足度調査実施のタイミングについては、都市マスタープラン改定の必要性

検討に併せた、令和９年度中の実施を想定しています。 

 

 

２）都市マスタープラン見直しの必要性及び改定に向けた検討について 

 都市マスタープランはおおむね２０年後を見据えた方針をお示ししており、高頻度で改

定を行うものではないと考えていますが、制度改正や大規模な土地利用転換が見込まれる

際には、「位置付けが無いから検討ができない」という状況にならないよう、柔軟に改定に

向けた検討が必要になると考えます。 

 直近においては、都市計画道路３・３・３号宮山線をはじめとした都市計画道路の整備に

向けた進捗状況や、寒川町立小・中学校適正化等基本計画、寒川町公共施設再編計画の改定

を踏まえ、今後町として必要と考える検討が現在の都市マスタープランで対応できるのか、

また、改定をする必要があるのかについて、本報告書を公表した以降速やかに検討していき

ます。 

 

 

３）進捗管理等報告書の作成について 

 今回は実験的な取組みとして、「事業進捗状況の把握」及び「町民満足度の把握」を踏ま

えた「今後の方向性」について、本報告書に取りまとめました。 

 なお、今後については、本報告書作成に伴う説明会やポスターセッション、パブリックコ

メントの反響や、作成後以降の町民の方との関わり方などを踏まえて、今回の形式で取りま

とめるのが効果的であったのかを検討した上で、本報告書の形式に縛られずに、柔軟に検討

していきます。また、町民の満足度調査を実施した際には、何かしらの形で公表できる成果

を作成していきます。 
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